
 

  

労働者派遣基本契約書（案） 

 

 

 新潟県立十日町病院（以下「甲」という。）と     （以下「乙」という。）とは、

乙がその労働者を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備

等に関する法律」（以下「労働者派遣法」という）に基づき、甲に派遣するにあたり、以下

のとおり基本契約を締結する。  

 

（目的） 

第１条 本契約は、乙が、労働者派遣法及び本契約に基づき、乙の雇用する労働者（以下「派

遣労働者」という。）を甲に派遣し、甲が派遣労働者を指揮命令して業務に従事させること

を目的とする。  

 

（適用範囲） 

第２条 本契約に定める事項は、特に定めのない限り、本契約の有効期間中、甲乙間におい

て別途締結する労働者派遣個別契約について適用する。  

 

（個別契約） 

第３条 甲及び乙は、乙が甲に労働者派遣を行う都度、本契約に基づき労働者派遣個別契約

（以下「個別契約」という。）を締結する。当該個別契約には、労働者派遣法の定めに基

づき、派遣労働者の従事する業務内容、就業場所、就業期間、その他の必要な事項につい

て規定するものとする。  

 

（派遣料金） 

第４条 甲は、本契約に基づく労働者派遣の対価として乙に派遣料金を支払う。派遣料金は

業務内容等により、別途定めるものとする。なお、経済事情に著しい変化が生じた場合に

は、甲乙協議の上派遣料金を改定することができる。  

 

（派遣先責任者） 

第５条 甲は、自己の雇用する労働者の中から、事業所ごとに派遣先責任者を選任するもの

とする。派遣先責任者は、派遣労働者を指揮命令する者に対して、個別契約に定める事項

を遵守させるほか、適正な派遣就業確保のための措置を講じなければならない。 

 

（派遣元責任者） 

第６条 乙は、自己の雇用する労働者の中から、事業所ごとに派遣元責任者を選任するもの



 

  

とする。派遣元責任者は、派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じなければなら

ない。  

 

（指揮命令者） 

第７条 甲は、自己の雇用する労働者の中から、就業場所ごとに指揮命令者を選任するもの

とする。指揮命令者は、業務の処理について、個別契約に定める事項を守って派遣労働者

を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正

確かつ適切に業務を処理できるよう、業務処理の方法、その他必要な事項を派遣労働者に

周知し指導する。  

 

（適正な就業条件の確保） 

第８条 乙は、甲が派遣労働者に対し、個別契約に定める労働を行わせることにより、労働

基準法等の法令違反が生じないよう労働基準法等に定める時間外、休日労働協定、その他

所定の法令上の手続等をとるとともに、適正な就業規則を定め、派遣労働者に対し適切な

労務管理を行い、甲の指揮命令等に従って職場の秩序・規律・企業秘密を守り、適正に業

務に従事するよう派遣労働者を教育、指導しなければならない。 

２．甲は、派遣労働者に対し、労働基準法等の諸法令並びに本契約及び個別契約に定める就

業条件を守り、当該派遣就業が円滑に行われるよう努めなければならない。  

 

（適正な労働者の派遣義務） 

第９条 乙は、本契約の目的を達成するために必要な資格、能力、知識、技術、技能、健康、

経験等があり、派遣就業の目的を達する適正な労働者を甲に派遣しなければならない。  

２．甲は、派遣労働者が前項の目的達成に必要な要件を欠いていると認めたときは、代替要

員の派遣を求めることができる。派遣労働者が当該要件を欠くに至った場合も同様とす

る。  

 

（代替要員の確保） 

第１０条 乙は、派遣労働者の病気、事故その他の事由により派遣労働者の人員に欠員が生

じるおそれがある場合は、直ちにその欠員の補充を行わなければならない。ただし、甲に

おいてその必要がない旨乙に連絡したときはこの限りではない。  

 

（苦情処理） 

第１１条 甲及び乙は、派遣労働者から苦情の申出があった場合には、互いに協力して迅速

な解決に努めなければならない。  

２．前項により苦情を処理した場合には、甲及び乙は、その結果について必ず派遣労働者に

通知しなければならない。 



 

  

（派遣労働者の個人情報の保護） 

第１２条 乙が甲に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法第３５

条の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関す

る情報に限るものとする。ただし、利用目的を示して当該派遣労働者の同意を得た場合及

び紹介予定派遣において法令上許されている範囲又は他の法律に定めのある場合は、こ

の限りではない。  

２．甲及び乙は、業務上知り得た派遣労働者の個人情報を正当な理由なく他に漏らしてはな

らない。 

 

（企業秘密及び個人情報の守秘義務） 

第１３条 乙は、派遣業務の遂行により知り得た甲及び取引先の業務上の秘密を、他に漏ら

し又は不正に利用してはならず、派遣労働者にもその遵守を徹底させなければならない。

本契約又は個別契約終了後においても同様とする。  

２．乙は、派遣業務の遂行により知り得た甲の役員・従業員等及び取引先の個人情報につい

て、他に漏らし又は不正に利用してはならず、派遣労働者にもその遵守を徹底させなけれ

ばならない。本契約又は個別契約終了後においても同様とする。 

 

（安全衛生等） 

第１４条 甲及び乙は、労働安全衛生法等に定める諸規定を遵守し、派遣労働者の安全衛生

等の確保に努めるものとする。  

２．乙は、労働安全衛生法に定める雇入れ時の安全衛生教育を行った上、甲に派遣しなけれ

ばならない。  

３．乙は、派遣労働者に対し、必要に応じて雇入れ時の健康診断を行うとともに、派遣就業

に適する健康状態の労働者を甲に派遣しなければならない。  

 

（福利厚生施設の利用） 

第１５条 甲は、乙の派遣労働者に対し、食堂、休憩室、更衣室当の福利厚生施設について、

利用を認めるものとする。また、レクリエーション施設等の施設又は設備については、利

用することができるよう便宜供与に努めるものとする。 

 

（損害賠償） 

第１６条 派遣業務の遂行において、派遣労働者が本契約又は個別契約に違反し、もしくは

故意又は重大な過失により甲に損害を与えた場合は、乙は甲に賠償責任を負うものとす

る。ただし、その損害が、甲が使用する者の派遣労働者に対する指揮命令等により生じた

と認められる場合は、この限りではない。  

２．前項の場合において、その損害が、派遣労働者の故意又は重大な過失と指揮命令等との



 

  

双方に起因するときは、甲及び乙は、協議して損害の負担割合を定めるものとする。  

 

（実地調査等） 

第１７条 甲は、必要があると認めるときは業務の実施状況、ワクチン接種状況

等について随時実地調査し、乙に対して報告若しくは資料の提出を求め、又は

必要な指示をすることができる。 

 

（契約解除） 

第１８条 甲又は乙は、相手方が正当な理由なく労働者派遣法その他の関係法令又は本契

約もしくは個別契約の定めに違反した場合には、是正を催告し、相当な期間内に是正がな

いときは、契約の全部又は一部を解除することができる。  

２．甲又は乙は、相手方が次の各号の一に該当した場合には、何らの催告を要せず、将来に

向かって本契約を解除することができる。  

（１）手形交換所の取引停止処分があったとき。  

（２）公租公課の滞納処分のあったとき。  

（３）財産上の信用にかかわる差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売等を受けたと     

き。  

（４）破産、民事再生、会社整理、会社更生等の申立があったとき。  

（５）営業を廃止し、又は清算に入ったとき。  

（６）労働者派遣法等関係法令に違反して、一般労働者派遣事業の許可を取り消され、もし

くは事業停止命令を受け、又はその有効期間の更新ができなかったとき。  

３．本条に基づく解除については、損害賠償の請求を妨げないものとする。 

 

（派遣契約の中途解除） 

第１９条 甲は、自己のやむを得ない事情により個別契約期間が満了する前に契約の解除

を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。  

２．甲は、前項に定める派遣労働者の新たな就業機会の確保ができない場合には、契約の解

除を行おうとする日の少なくとも３０日前に、乙にその旨を予告しなければならない。  

３．甲は、前項の契約解除の予告日から契約の解除を行おうとする日までの期間が３０日に

満たない場合には、少なくとも契約の解除を行おうとする日の３０日前の日から当該予

告当日までの期間の日数分の派遣労働者の賃金に相当する額について、損害の賠償を行

わなければならない。 

４．甲の解除が信義則違反その他甲の責に帰すべき事由に基づく場合には、前項にかかわら

ず、甲は当該派遣契約が解除された日の翌日以降の残余期間の派遣料金に相当する額に

ついて賠償を行わなければならない。 

５．甲は、契約の解除を行う場合であっても、乙から請求があったときは、契約の解除を行



 

  

う理由を乙に対し明らかにする。 

 

（有効期間） 

第２０条 本契約の有効期間は、令和７年４月１日から令和８年３月 31日までの１年間と

するが、本契約期間満了の１ヶ月前までに、甲乙いずれからも契約終了の意思表示のない

限り、本契約は同一の条件で更に１年間更新するものとし、以降も同様とする。  

２．本契約が有効期間満了又は解除により終了した場合も、すでに契約した個別契約につい

ては、別段の意思表示のない限り、当該個別契約で定める期間有効に存続するものとする。  

 

（解除制限） 

第２１条 甲は、乙の派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、派遣労働者が労働組合

の正当な行為をしたこと等を理由として、本契約を解除することはできない。  

 

（協議） 

第２２条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈につき疑義の生じた事項につ

いては、甲乙協議の上決定するものとする。  

 

（管轄裁判所） 

第２３条 本契約について紛争が生じた場合、甲の本社所在地を管轄する地方裁判所を管

轄裁判所とする。  

 

 

 本契約締結の証として本書２通を作成し、甲乙記名捺印の上、各１通を保有する。  

 

 

令和  年  月  日  

 

             甲 ：新潟県十日町市高田町三丁目南 32 番地９ 

                新潟県立十日町病院 

                 院 長  清 﨑  浩 一    印  

 

 

 

               乙 ： 


